「福岡農林事務所オフィス整備事業」業務委託　公募仕様書

１．目的
　　令和８年度末に福岡農林事務所が移転するにあたり、移転先でのオフィス改革を通じて、職員一人ひとりが最大限の能力を発揮できる、より働きやすい職場環境を整備することで、職員のエンゲージメント及びモチベーションアップと生産性の向上を図ることを目的とする。

２．業務名
「福岡農林事務所オフィス整備事業」業務委託

３．契約期間
　　契約締結の日から令和９年３月３１日まで

４．履行場所
　　福岡県福岡農林事務所
　　（現住所）福岡市中央区赤坂１丁目８番８号
　　（移転先）福岡市東区千早４丁目３０２５番　※令和９年３月移転予定

５．業務内容
（１）レイアウトの作成
　　移転先事務所のレイアウトについて、②に示す条件に合ったレイアウトを検討し、レイアウト図及びレイアウト説明（様式任意）を作成する。
　①対象エリア
　　新オフィスのエリアは表１のとおり。うち、本業務の対象となるエリアは表２のとおり。
【表１】
	階
	エリア

	２
	[bookmark: _Hlk230715479]執務室（所長室、総務課、農山村振興課、農業振興課、農村整備第一課、農村整備第二課、林業振興課、森林土木課を配置）、小会議室（１）、倉庫（１）、倉庫（２）、コピー室、焼付室、災害用室、給湯室

	３
	大会議室（３分割可能）、中会議室（２分割可能）、小会議室、入札室、倉庫（３）、倉庫（４）、器材庫、防災無線室、控室、給湯室、男子更衣室、女子更衣室、男子休憩室、女子休憩室、男子休養室、女子休養室、男子シャワー室、女子シャワー室、足洗場


【表２】
	階
	エリア

	２
	執務室（所長室、総務課、農山村振興課、農業振興課、農村整備第一課、農村整備第二課、林業振興課、森林土木課を配置）、小会議室（１）、コピー室、給湯室

	３
	[bookmark: _Hlk230715774]大会議室（３分割可能）、中会議室（２分割可能）、小会議室、入札室、倉庫（３）、器材庫、給湯室、男子更衣室、女子更衣室、女子休憩室、男子休養室、女子休養室、足洗場



　②レイアウト条件
＜執務室エリア＞
　・執務室はワンフロアを仕切らずに、課ごとのグループアドレスとすること。
　・執務室フロア及び課ごとのグループアドレスエリア内は、空間にゆとりを感じるレイアウト
とすること。
・執務室エリア内に、フロアスペースや他の什器備品レイアウトとの兼ね合いも勘案しつつ、キャビネ・書庫の設置場所を最大限確保して整備すること。
　・来所者のオフィス入口となる２階エレベーターホール（別途提供図面右下）に、来所者が内
線電話（福岡農林事務所設置）で担当職員を呼び出す形式の受付を設けること。また、受付か
ら執務室内が直接見えないよう目隠しを設けること。
　・受付付近に、同時に来客４組以上の対応ができる来客対応ブースを設けること。なお、接客
中は周囲との視界が遮断できるようにすること（個室でなくても可）。
　・所長室内はW1600 D800以上の両袖机と、色調を合わせたキャビネ・書庫、ワードロープを２セット整備すること。イスは既存物品を移設するためレイアウト（調達）不要。
　・総務課エリアは所長室に接した場所に配置すること。
　・農山村振興課エリアは受付側に近い場所に配置し、同エリアに同時に４組以上の許認可申請手続きを行うことができる受付テーブル（キャビネ・書庫に天板を付けたものでも可）を整備すること。
　・次に受付側に近い場所に農業振興課エリアを配置し、同エリアには、職員の執務デスク以外に既存の執務机３台分で構成する班を置くスペースを確保すること。
　・農村整備第一課エリアと農村整備第二課エリアは隣接して配置すること。
　・執務室エリア内に、課を超えて複数の職員同士がミーティングを行うエリアを設け、多様なシチュエーションに応じた打合せに適した什器備品等を整備すること。また、ミーティングを行うエリアにワイド50型程度のモニター及びキャスター付きスタンドを１台以上整備すること。
・執務室エリア内に、個別ワークブース1人用2か所以上及び2人用1か所以上を設けること。
・執務室エリア内に、コーヒーブレイクなど気分転換や息抜きをしてリフレッシュできるコーナーを設け、必要な什器備品等を整備すること。
　・各課の執務デスクは一人あたりW1400 D700以上の４人掛及び２人掛けとし、有線LANに対応した配線収納が可能なもので、１席あたり３口以上のコンセント口を使用できるようにすること。
　・執務室エリア（所長室を除く。）に整備する執務チェア数及び執務デスク数は次のとおりとすること。
	エリア
	執務チェア数（職員数）
	執務デスク数

	 総務課エリア
	16
	4人掛け×3、2人掛け×2

	 農山村振興課エリア
	12
	 4人掛け×3

	 農業振興課エリア
	16
	 4人掛け×3、2人掛け×2

	 農村整備第一課エリア
	12
	 4人掛け×3

	 農村整備第二課エリア
	16
	 4人掛け×3、2人掛け×2

	 林業振興課エリア
	16
	 4人掛け×3、2人掛け×2

	 森林土木課エリア
	16
	 4人掛け×4

	合計
	104
	 


　・執務室エリア内に、ワークカート及びカートドック又はモバイルバック及びモバイルバックロッカー（共にダイヤル鍵付き）あるいは同様の機能を有するものを、職員数分整備すること。
　・執務室エリア内の総務課以外の課の使い勝手が良い場所に、A0サイズの図面を広げて作業ができる作業台（イス不要。キャビネ・書庫に天板を付けたものでも可）を３か所以上設けること。うち１か所は森林土木課エリア近くに配置すること。
　・コピー機（現事務所から移設）は４台設置することとし、うち１台は焼付室内に配置することとしている。残り３第は各課の使い勝手が良い場所にレイアウトすること。
・執務室エリア内に、A4縦型ファイルが収納できるキャビネ・書庫を可能な限り収納容量が確保できる台数整備すること。うち、各課エリアに２台は扉・鍵付きキャビネ・書庫とすること。なお、キャビネ・書庫の高さは、各課エリア間は視界を遮らないようロータイプとすること。
　　※福岡農林事務所が指定する既存物品の活用も可とする。
　・地震の際に転倒が懸念される什器備品の設置については適切な転倒防止策を施すこと。
　・別途提供図面（補足図面）で示す「レイアウト（什器備品配置）不可」の場所は、福岡農林側で物品を整備するため、レイアウト（物品配置）しないこと。
＜小会議室（１）エリア＞
　・４名程度でWeb会議を行うことができる什器備品及びモニター類の設備を整備すること。
＜倉庫（１）エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜倉庫（２）エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜コピー室エリア＞
　・「コピー室」にはコピー機は設置しない。職員が共用する什器備品のレイアウト可。
＜焼付室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜災害用室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜給湯室エリア＞
　・W450×D450×H1000程度の収納棚を整備すること。
　・職員数分の一般ごみ１日分程度を収容できるごみ箱を整備すること。
＜その他：エレベーターホール＞
　・50本程度収納できる来客用傘立てを整備すること。

【３階】
＜大会議室エリア＞
・大会議室は３分割できるが分割しない状態でのレイアウトとする。
・三人掛け会議テーブル（キャスター付き、折りたたみ収納が可能なもの。以下同じ。）及びイス（折りたたみ又は積み重ね収納が可能なもの。以下同じ。）で、収容人数120名以上の会議ができる什器備品を整備すること。

＜中会議室エリア＞
・中会議室は２分割できるが分割しない状態でのレイアウトとする。
・三人掛け会議テーブル及びイスで、収容人数60名以上の会議ができる什器備品を整備すること。

＜小会議室エリア＞
・三人掛け会議テーブル及びイスで、15名程度までの人数で会議ができる什器備品を整備すること。
＜入札室エリア＞
・二人掛け及び三人掛け会議テーブル及びイスで、20名程度まで参加の入札ができる什器備品を整備すること。
＜倉庫（３）エリア＞
・キャビネ・書庫と収納棚を配置し、キャビネ・書庫はA4縦型ファイルが収納できる６段棚（W900）で20台程度の収納容量が確保できる台数以上を整備すること。収納棚は中軽量６段棚（200kg／段、W1800 D450）で45台程度の収納容量が確保できる台数以上を整備すること。
　※福岡農林事務所が指定する既存物品の活用も可とする。
・倉庫内出入口付近（35㎡程度）は、作業スペースを確保するため物品は配置しないこと。
＜倉庫（４）エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜器材庫エリア＞
・中軽量６段棚（200kg／段、W1800 D600）で30台程度の収納容量が確保できる台数以上を整備すること。
・器材庫内出入口付近（15㎡程度）は、作業スペースを確保するため物品は配置しないこと。
＜防災無線室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜控室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜給湯室エリア＞
　・W450×D450×H1000程度の収納棚を整備すること。
　・２階給湯室エリアと同じごみ箱を整備すること。
＜男子更衣室エリア＞
・３人用ダイヤル鍵付きロッカーを１８台以上整備すること。
＜男子休憩室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜女子休憩室・女子更衣室エリア＞
・３人用ダイヤル鍵付きロッカーを１８台以上整備すること。
＜男子休養室エリア＞
　・職員１名が仮眠できる設備を整備すること。
＜女子休養室エリア＞
　・職員１名が仮眠できる設備を整備すること。
＜男子シャワー室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜女子シャワー室エリア＞　※公募（レイアウト）対象外エリア
＜足洗場＞
・50人分程度の長靴及びヘルメットを収納できる靴箱、ヘルメット収納等を整備すること。
・100本程度収納できる職員用傘立てを整備すること。
＜その他：エレベーターホール＞
　・２階エレベーターホールと同じ傘立てを整備すること。
　・10名程度が座れる来所者用待合イスを整備すること。
※上記レイアウト条件に合致しなくても、企画提案公募要領１（２）業務の目的に記載の「コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化」、「業務遂行能力の向上」、「ペーパーレス化の促進と情報セキュリティの確保」に資するものであれば代替提案可。また、事業の目的を達成するために効果的な提案があれば積極的にレイアウトに含めること。

　③オフィスレイアウト図
　・福岡農林事務所が提供する図面をもとに、上記②レイアウト条件を勘案したオフィスレイアウト図を作成すること。レイアウト図の精緻は求めないが、室内寸法と什器簿品寸法は合わせること。
　・レイアウトする什器備品は、新規に調達する物品は「赤」で、現事務所の既存物品を活用する物品は「青」で表記し、それぞれの物品と下記（２）の一覧表の物品と突合できるようにすること。

　④オフィスレイアウトの説明
　・様式任意
　・提案するレイアウトについて、新オフィスにおける「コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化」、「業務遂行能力の向上」、「ペーパーレス化の促進と情報セキュリティの確保」に資することの説明やポイントを、分かりやすい表現、内容で記載すること。

（２）新規調達物品一覧表及び活用する既存物品一覧表の作成
　①新規調達物品一覧表には、新規調達する物品の仕様及び写真を掲載すること。製品カタログ等を補足資料とすることも可。
　②現在の事務所で使用しているキャビネ・書庫のうち、福岡農林事務所が指定するものについては新オフィスレイアウトでの活用も可。その場合、新規調達物品との調和が保てるレイアウトとすること。（既存物品の移設は福岡農林側で行う。）また、活用する既存物品が特定できる一覧表を作成すること。

（３）物品の調達及び搬入、設置
　①新規に調達する物品の最終的な仕様・数量は、受託者と協議のうえ決定するが、新規調達する物品は、次のⅰからⅲの基準を満たす製品とする。
　ⅰ　グリーン購入法適合製品であること。
　ⅱ　修理等の費用は、福岡農林事務所の故意又は過失によるものを除き、納入後１年間は無償とすること。ただし、メーカー保証が１年以上ある場合にはその期間とする。
　ⅲ　納入する物品は新品であること。
　②物品搬入及び設置の時期は令和９年３月中旬頃の予定であり令和９年３月２８日までに完了させること。作業日は平日の１８時以降、土曜日、日曜日、祝日も含まれる。また、作業にあたっては既存物品移送事業者とのかち合いを避けるため事前に調整して行うこと。
　③組み立てや据え付けが必要な物品については、当該組み立て及び据え付けを行うこと。

６　履行期限
　　令和９年３月３１日
　　※物品の搬入及び設置は令和９年３月２８日まで

７　その他
（１）秘密の保持
　　受託者は、本業務を履行する上で知り得た情報を機密事項として扱い、目的外の利用、第３者に開示又は漏えいしてはならない。
（２）個人情報の保護
　　受託者は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、契約締結に際して別途定める事項を遵守しなければならない。
（３）再委託の禁止
　　原則、第三者への再委託を禁止する。ただし、事前に文書により福岡県と協議し、承認を得た場合は、第三者に委託をすることができる。
（４）その他
　　本委託事業に関する詳細な仕様および本仕様書に明示がない事項又は業務上疑義が生じる場合は、委託者と受託者の両者協議により業務を進めるものとする。

